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■
財
政
運
営
の
正
念
場

■
健
全
化
に
取
り
組
む
と

■
公
債
費
負
担
の
適
正
化

て
計
画
的
な
運
営
を
行
う
こ
と
に
な
り
、

市
民
の
皆
さ
ん
に
過
重
な
負
担
と
サ
ー

ビ
ス
の
低
下
を
も
た
ら
す
こ
と
に
な
る

た
め
、
こ
の
よ
う
な
こ
と
は
絶
対
に
避

け
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

　
年
々
減
少
す
る
収
入
や
国
の
制
度
改

正
な
ど
の
新
規
に
導
入
さ
れ
た
施
策
な

ど
に
よ
り
、
市
の
財
政
負
担
は
既
に
限

界
を
超
え
、
こ
の
よ
う
な
赤
字
体
質
で

は
、
今
後
新
た
に
必
要
と
な
る
事
業
が

始
め
ら
れ
な
い
だ
け
で
な
く
、
現
在
提

供
し
て
い
る
も
の
で
さ
え
提
供
で
き
な

く
な
っ
て
き
て
い
る
の
で
す
。
直
ち
に

歳
入
に
見
合
っ
た
歳
出
構
造
に
転
換
し

な
け
れ
ば
、
財
政
破
綻
は
必
至
で
あ
り
、

非
常
事
態
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
状
況

と
な
っ
て
い
ま
す
。

　　
こ
の
よ
う
な
中
期
財
政
見
通
し
を
受

け
て
、
極
め
て
危
機
的
な
財
政
状
況
か

ら
の
脱
却
と
今
後
の
新
た
な
行
政
需
要

に
も
対
応
で
き
る
効
率
的
で
健
全
な
財

政
運
営
基
盤
を
早
期
に
確
立
す
る
た
め
、

「
財
政
健
全
化
計
画
」
に
よ
り
平
成
22

年
度
に
か
け
て
集
中
的
に
財
政
の
健
全

化
に
取
り
組
ん
で
い
き
ま
す
。
財
政
健

全
化
に
向
け
た
具
体
的
な
方
策
は
前
ペ

ー
ジ
別
表
の
と
お
り
で
す
。

　
健
全
化
計
画
に
よ
る
具
体
的
方
策
を

目
標
ど
お
り
実
施
し
た
場
合
で
も
、
平

成
23
年
度
ま
で
は
全
て
の
財
源
不
足
の

解
消
が
で
き
な
い
た
め
、
基
金
の
取
り

崩
し
に
よ
り
収
支
の
均
衡
を
図
る
必
要

が
あ
り
、
わ
ず
か
な
財
政
調
整
基
金
を

保
ち
な
が
ら
の
財
政
運
営
を
続
け
な
け

れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

　
余
裕
の
あ
る
財
政
運
営
を
行
う
た
め

に
は
、
健
全
化
計
画
を
上
回
る
取
り
組

み
が
必
要
と
な
り
ま
す
。
平
成
24
年
度

以
降
は
財
源
不
足
も
解
消
さ
れ
、
決
算

剰
余
金
に
よ
る
基
金
へ
の
積
み
立
て
も

可
能
と
な
り
ま
す
。

　
市
債
発
行
の
抑
制
効
果
は
、
取
り
組

み
の
数
年
後
に
現
れ
る
た
め
、
公
債
費

は
平
成
22
年
度
ま
で
上
昇
し
、
平
成
26

年
度
ま
で
は
高
い
水
準
で
推
移
し
ま
す

が
、
公
債
費
や
市
債
残
高
と
も
中
期
財

政
見
通
し
と
比
較
す
る
と
大
き
く
減
少

し
ま
す
。

　
本
市
は
平
成
18
年
度
決
算
に
お
け
る

○
三
位
一
体
改
革

　
平
成
16
年
度
か
ら
18
年
度
に
か
け
て

行
わ
れ
、
地
方
が
自
主
的
・
自
立
的
な

行
財
政
運
営
を
行
う
地
方
分
権
の
実
現

を
目
指
し
、
国
庫
補
助
負
担
金
、
地
方

交
付
税
、
国
か
ら
地
方
へ
の
税
源
移
譲

の
３
つ
の
改
革
を
一
体
的
に
見
直
す
取

り
組
み
で
す
。

○
地
方
交
付
税

　
地
方
が
全
国
の
一
定
の
水
準
で
行
政

運
営
が
で
き
る
よ
う
国
か
ら
交
付
さ
れ

る
も
の
で
、
一
定
の
計
算
で
金
額
が
決

ま
る
普
通
交
付
税
と
災
害
な
ど
の
特
殊

な
事
情
に
応
じ
て
金
額
が
決
ま
る
特
別

交
付
税
が
あ
り
ま
す
。

○
臨
時
財
政
対
策
債

　
地
方
交
付
税
の
削
減
に
よ
る
地
方
の

財
源
不
足
を
補
填
す
る
た
め
特
例
的
に

認
め
ら
れ
る
市
債
で
、
こ
の
元
利
償
還

金
の
全
額
は
普
通
交
付
税
の
算
定
の
積

算
基
礎
に
算
入
さ
れ
ま
す
。

○
財
政
再
建
団
体

　
赤
字
額
が
一
定
規
模
を
超
え
た
場
合

に
指
定
さ
れ
、
国
の
管
理
の
下
で
財
政

を
再
建
す
る
も
の
で
す
。
本
市
の
場
合

は
、
赤
字
額
が
約
18
億
円
を
超
え
た
場

合
に
財
政
再
建
団
体
と
な
り
ま
す
。

○
実
質
公
債
費
比
率

　
公
債
費
と
準
元
利
償
還
金
（
公
営
企

業
へ
の
繰
出
金
の
う
ち
元
利
償
還
金
へ

充
て
ら
れ
た
も
の
等
）
と
の
合
算
か
ら

地
方
交
付
税
で
措
置
さ
れ
る
公
債
費
分

　 財
政
用
語
説
明

■
市
民
の
皆
さ
ん
へ

実
質
公
債
費
比
率
で
、
19
・
５
％
（
県

下
15
市
中
８
番
目
）
と
基
準
で
あ
る

18
％
を
超
え
、
市
債
発
行
に
つ
い
て
許

可
が
必
要
と
な
っ
た
こ
と
か
ら
、
実
質

公
債
費
負
担
の
適
正
な
管
理
を
計
画
的

に
行
う
た
め
、「
公
債
費
負
担
適
正
化

計
画
」
を
策
定
し
、
今
後
国
の
管
理
の

も
と
計
画
範
囲
内
で
事
業
を
実
施
す
る

こ
と
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　
公
債
費
負
担
適
正
化
計
画
は
、
財
政

健
全
化
計
画
か
ら
公
債
費
部
分
に
つ
い

て
抜
き
出
し
た
も
の
で
、
計
画
期
間
は
、

平
成
19
年
度
か
ら
28
年
度
の
10
年
間
と

し
て
い
ま
す
。

　
平
成
19
年
度
ま
で
の
市
債
発
行
予
定

分
ま
で
の
推
計
で
も
、
平
成
23
年
度
ま

で
は
基
準
で
あ
る
18
％
を
下
回
ら
な
い

見
込
み
と
な
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
、

下
水
道
整
備
を
短
期
間
に
集
中
し
て
積

極
的
に
推
進
し
た
こ
と
で
、
新
た
な
元

金
償
還
が
年
々
始
ま
る
こ
と
に
よ
り
、

繰
出
金
が
大
き
く
上
昇
す
る
こ
と
な
ど

が
、
主
な
要
因
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　
実
質
公
債
費
負
担
の
適
正
な
管
理
の

主
な
取
り
組
み
と
し
て
、
平
成
19
年
度

以
降
は
、
市
債
発
行
総
額
を
原
則
そ
の

年
度
の
元
金
償
還
額
を
下
回
る
額
と
し
、

臨
時
財
政
対
策
債
を
除
き
計
画
期
間
中
、

年
平
均
９
億
円
程
度
と
す
る
こ
と
に
し

て
い
ま
す
。

　
ま
た
、
市
債
発
行
総
額
を
抑
制
す
る

た
め
に
、
現
計
画
の
投
資
的
事
業
を
延

期
、
縮
小
、
廃
止
す
る
な
ど
財
政
健
全

化
計
画
に
沿
っ
て
事
業
を
計
画
的
に
実

施
し
、
財
源
と
し
て
有
利
な
合
併
特
例

債
や
過
疎
債
を
優
先
し
て
活
用
す
る
な

ど
実
質
公
債
費
比
率
へ
の
負
担
を
軽
減

し
ま
す
。

　
さ
ら
に
、
下
水
道
事
業
は
、
公
共
下

水
道
整
備
の
現
計
画
を
延
伸
し
、
事
業

費
を
縮
小
す
る
こ
と
で
市
債
の
発
行
を

抑
え
、
公
債
費
に
伴
う
繰
出
金
の
増
加

を
抑
制
す
る
こ
と
と
し
て
い
ま
す
。

　
こ
の
結
果
、
実
質
公
債
費
比
率
に
つ

い
て
は
、
平
成
23
年
度
ま
で
は
上
昇
し

ま
す
が
、
平
成
26
年
度
に
な
る
と
、
18

％
未
満
と
な
り
許
可
団
体
か
ら
協
議
団

体
に
移
行
す
る
見
込
み
と
な
っ
て
い
ま

す
。

　
財
政
の
健
全
化
は
、
市
の
緊
急
課
題

で
す
。
財
政
健
全
化
の
取
り
組
み
に
は
、

市
税
徴
収
率
の
向
上
は
も
ち
ろ
ん
、
事

務
事
業
の
見
直
し
に
伴
う
市
民
サ
ー

ビ
ス
の
改
変
や
負
担
の
増
加
、
投
資
的

事
業
の
抑
制
に
伴
う
社
会
資
本
整
備
の

遅
れ
な
ど
、
皆
さ
ん
に
ご
理
解
い
た
だ

か
な
け
れ
ば
実
現
で
き
な
い
も
の
が
た

く
さ
ん
あ
り
ま
す
。
行
政
と
し
て
担
う

べ
き
役
割
は
し
っ
か
り
と
担
い
つ
つ
行

政
の
効
率
化
を
優
先
し
、
市
民
サ
ー
ビ

ス
の
低
下
を
最
小
限
に
留
め
る
よ
う
努

め
ま
す
の
で
、
市
民
の
皆
さ
ん
の
ご
理

解
と
ご
協
力
を
よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま

す
。

　
詳
し
い
中
期
財
政
試
算
に
つ
い
て
は
、

瀬
戸
内
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
掲
載
し
て

い
ま
す
の
で
ご
覧
く
だ
さ
い
。

■
問
い
合
わ
せ
先

　
市
財
政
課

　
　
０
８
６
９
―
２
２
―
３
９
０
５

等
を
差
し
引
い
た
値
の
一
般
財
源
に
占

め
る
割
合
で
、
過
去
３
カ
年
の
平
均
で

表
し
、
18
％
を
超
え
る
と
市
債
発
行
に

県
の
許
可
が
必
要
と
な
り
ま
す
。

○
合
併
特
例
債

　
合
併
後
の
ま
ち
づ
く
り
に
必
要
な
公

共
施
設
の
整
備
な
ど
合
併
後
10
年
間
に

限
っ
て
借
り
入
れ
る
こ
と
が
で
き
る
市

債
で
す
。
対
象
事
業
費
の
95
％
ま
で
の

借
り
入
れ
が
可
能
で
、
将
来
の
元
利
償

還
金
の
70
％
は
普
通
交
付
税
の
算
定
の

積
算
基
礎
に
算
入
さ
れ
ま
す
。

○
過
疎
債

　
平
成
21
年
度
ま
で
に
過
疎
地
域
（
旧

牛
窓
町
地
域
）
の
自
立
促
進
の
た
め
、

過
疎
計
画
に
基
づ
い
て
実
施
す
る
事
業

の
財
源
と
し
て
借
り
入
れ
る
こ
と
が
で

き
る
市
債
で
す
。
対
象
事
業
費
の
全
額

の
借
り
入
れ
が
可
能
で
、
将
来
の
元
利

償
還
金
の
70
％
は
普
通
交
付
税
の
算
定

の
積
算
基
礎
に
算
入
さ
れ
ま
す
。

○
財
政
調
整
基
金
・
減
債
基
金

　
財
政
調
整
基
金
は
、
年
度
間
の
財
源

の
不
均
衡
を
調
整
す
る
た
め
の
基
金
で

す
。
減
債
基
金
は
、
市
債
を
計
画
的
に

償
還
す
る
た
め
の
基
金
で
す
。

○
特
定
目
的
基
金

　
目
的
に
沿
っ
て
積
み
立
て
運
用
す
る

た
め
の
基
金
で
す
。
合
併
後
の
地
域
振

興
な
ど
の
た
め
に
合
併
特
例
債
を
活
用

し
て
ま
ち
づ
く
り
振
興
基
金
を
積
み
立

て
て
い
ま
す
（
積
立
総
額
19
億
４
、
４
０

０
万
円
）。
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●基金残高の推移（財政健全化計画）
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●市債残高・公債費の推移（財政健全化計画）
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●実質公債費比率の推移（公債費負担適正化計画）
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